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利用施設認定区分保育の必要性年　齢

幼稚園、認定こども園⚑号認定なし
満⚓歳以上

保育園、認定こども園⚒号認定あり

保育園、認定こども園、
保育ママ等※⚑⚓号認定あり⚓歳未満

年齢は⚒⚐⚑⚕年⚔月⚑日時点です

子ども・子育て支援新制度
第２弾　新制度に移行する施設の利用手順編

　本紙⚗月⚒⚑日号で新制度の仕組みについて説明しましたが、今回は、⚒⚐⚑⚕年⚔月から
新制度に移行する幼稚園や保育園などを利用する場合の手順についてご紹介します。
　新制度では、幼稚園や保育園などを利用する場合、保護者の就労等の状況により保育
が必要か否かの「保育の必要性」について市から認定を受ける必要があります。
　認定は、「保育の必要性」に加え、お子さんの年齢により⚓つに区分されます。また、
利用できる施設は、認定区分により異なります。

幼稚園・保育園などの新入園までの流れ

幼稚園、認定こども園（保育なし）を利用する場合
―１号認定―

保育園、認定こども園（保育あり）、保育ママを利用する場合
―２・３号認定―

10月中旬

11月中旬

2015年
2月頃

2015年
2月頃

幼稚園から願書・認定申請書を受け取る

幼稚園に願書を提出する

幼稚園から内定を受ける

幼稚園を通じて認定の申し込みをする

１号認定 ２・３号認定

幼稚園を通じて市から認定証が交付される

幼稚園と契約する

10月下旬

11月下旬
～

12月中旬

市から認定申請書・保育園のしおりを受け取る

市に「保育の必要性」の
認定申請・入園申し込みをする

市により

市から認定証・内定通知書が交付される

市と契約する※2

○保育の必要性の認定
○入園の審査・利用選考　が行われる

■４月以降も現在通っている幼稚園・保育園を利用する場合は、園を通して認定の申請を行います（それぞれのオレンジ枠の利用手順のみ）。
■認定こども園の利用を希望する場合、1号認定の場合は青枠、２・３号認定の場合は緑枠の利用手順を行って下さい。
■新制度に移行しない幼稚園を利用する場合は、今までどおりです。
■幼稚園が新制度に移行するかについては、確認でき次第お知らせします。
※１保育ママとは、町田市が認定した家庭的保育者が自宅などで保育を行う事業です。
※２ただし、認定こども園や保育ママを利用する場合は、施設との直接契約になります。家
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